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平成 27年度 第 13回法学部教授会議事録要旨 

 

日 時：平成 28年 3月 12日（土）11:00～11:40 

場 所：板橋校舎 一号館 4階 1-0407教室 

構成員：37名（定足数 19名） 

出席者：33名（定足数充足） 

欠席者：4名 

議 長：法学部長 

 

Ⅰ．議案の審議  

 審議に先立ち、法学部長より、3月 1日開催の議事録案は、今回の議事録（案）と併せて

次回教授会において内容の確認をお願いする予定である旨、説明があった。 

 

１. 平成 28年度センター入試（後期）合否判定に関する件 

 法学部長の指名を受け、各学科主任より、資料に基づき説明があり、承認された。併せ

て、3月 23日に予定されているセンター入試（後期）の繰上げ判定については、学部長お

よび各学科主任に一任願いたい旨の提案があり、承認された。 

 

２. 平成28年度科目等履修生合否判定に関する件 

 法学部長より科目等履修生の応募があった場合は、学部長および各学科主任に一任願い

たい旨の提案があり、承認された。 

 

３．2016年度学科目編成に関する件 

 法学部長より、2016年度開講予定の科目「社会政策」の担当者が未決定であり、この案

件については、人事教授会の結果を踏まえて審議したい旨の提案があり、承認された。 

 

４. 政治学科フレッシュマン・セミナーに関する件 

 法学部長の指名を受け、政治学科主任より資料に基づき提案があり、承認された。 

  

５. 2015年度法学研究所事業報告、2016年度法学研究所事業計画案、2016年度法学研究所

研究班編成表に関する件 

 法学部長の指名を受け、法学研究所長より、資料に基づき説明があり、一部修正・追加

することを含め、承認された。 

 

６. 2015年度国際比較政治研究所事業報告、2016年度国際比較政治研究所事業計画案、 

   2016年国際比較政治研究所研究班編成に関する件 

 法学部長の指名を受け、国際比較政治研究所長より、資料に基づき説明があり、一部修

正することを含め、承認された。法学部長より、名誉教授推薦は、3月 14日開催の大学評
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議会の議案となっているので、予定であるが掲載している旨の追加説明があり、あわせて

承認された。 

 

７. その他 

  

Ⅱ. 報告事項 

１. 機器備品調査報告 

 法学部長の指名を受け、法律学科主任より、法学部機器備品調査に関する内規第 8 条２

項による報告書に基づき説明があった。また、調査の結果、その他の機器備品については、

所在不明のものが無いことが報告された。政治学科主任より口頭により、調査の結果、所

在不明のものが無いことが報告された。 

 

２. 第一回全学教務委員会について 

 法学部長より、寄せられた意見の紹介があり、全学教務委員会において伝える旨、報告

があった。法学部長より、意見等が要請されたが意見等は無く、学部長個人の意見として

総コマ数について全学教務委員会において意見を述べる旨の報告があった。 

 

３. 卒業式について 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、協力が要請された。 

 

４. フレンドシップ ウォーク 2016について  

 法学部長より、資料に基づき案内があった。1 年生に対しては、クラス単位での申し込み

を要請されているので、関係教員に対して協力が要請された。 

  

５. その他 

 

Ⅲ. 学籍・兼職・回収資料 

１. 平成 27年度卒業判定に関する件 

 法学部長の指名を受け、法律学科主任より、再試験科目および再試験受験について承認

を得たうえで卒業判定をしたい学生がいる旨の説明と提案があり、承認された。法学部長

の指名を受け、各学科主任により資料に基づき説明があり、追加卒業が承認された。判定

結果により、卒業判定者数の変更が承認された。 

 

２. 奨学金留学に関する件 

 法学部長の指名を受け、法律学科主任より、資料に基づき、法律学科 4 年生の帰国届お

よび単位認定について報告と提案があり、承認された。 

 

３. 学籍異動に関する件 
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 法学部長の指名を受けて、資料に基づき、法学部事務室事務長より説明があり、承認さ

れた。 

 

４. 短期海外研究員の帰国届に関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、以下のとおり承認された。また、短期海外研

究員であった法律学科教授より、帰国報告と挨拶があった。 

 

５．法学部専任教育職員の兼担依頼に関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

６．法学部専任教育職員の兼職に関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

７．その他 

   

Ⅳ.人事教授会  

 法学部長より、特任講師の議決権が無いこと、人事教授会定足数 24名（39-3の 2/3）以

上 33名の出席が確認され、人事教授会の開催が宣言された。 

 

１． 非常勤講師採用に関する件 

 法学部長の指名を受けて、2016 年度社会政策担当の非常勤講師採用について、教員選考

委員会委員長より、口頭による報告があった。報告に基づき、非常勤講師として推薦しな

いとする提案について、承認された。 

 

２． 法学部専任教員の採用人事に関する件 

 法学部長の指名を受け、法律学科主任より、平成 29年度専任教員（特任教員）採用人事

について提案があり、専任教員選考委員会の立上げについて、承認された。公募開始時期、

選考委員について、提案があり、あわせて承認された。 

 

３．教育補助員の新規採用に関する件 

 法学部長の指名を受け、法律学科主任より、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

４．その他 

 

 法学部長は、人事教授会の審議が終了したので人事教授会の閉会と、教授会の再開を宣

した。 

  

 法学部長より、一般資料、議案 3．2016 年度学科目編成に関する件に戻ることが告げら
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れ、法学部長の指名を受け、政治学科主任より、社会政策について 2016年度は休講とする

旨の提案があり、承認された。 

 

以上で全ての審議が終了したので、法学部長は閉会を宣した。 

 

 


